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議案第６６号 

 

日出町水道事業給水条例の一部改正について 

 

日出町水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和 元 年１２月 ５ 日 提 出 

 

                 日出町長  本  田  博  文 

 

 

 

日出町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

日出町水道事業給水条例（平成１０年日出町条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第３号中「第２号」を「前号」に、「第４号」を「次号」に改める。 

第９条第２項中「工事竣工後」を「工事完成後」に改め、同条第４項及び第

５項中「第５条」を「第６条」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（指定給水装置工事事業者） 

第９条の２ 前条第１項の指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管

理者が別に定める。 

第１２条第１項中「申込む者」を「申し込む者」に改め、同条第２項中「工

事竣工後」を「工事完成後」に改める。 

第２８条第３項中「第２項」を「前２項」に改める。 

第３３条第４項中「申し出」を「申出」に改める。 

第３５条第１項第７号中「工事竣工検査手数料」を「工事完成検査手数料」

に改め、同項第９号中「給水装置工事事業者指定手数料」を「指定給水装置工
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事事業者指定手数料」に、「６,０００円」を「１０,０００円」に改め、同項

中第１１号を第１２号とし、第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号

を加える。 

(10) 指定給水装置工事事業者更新手数料 １件につき １０,０００円 

第３６条第３項中「申し込み」を「申込み」に改める。 

第４０条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。 

第４６条中「する金額」の次に「（当該５倍に相当する金額が５万円を超え

ないときは５万円とする。）」を加える。 

第４７条第１項中「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３

第２項の規定により、水道使用料及び」及び「、第３２条及び第３３条の定め

による」を削り、同条第２項中「起算日」を「額」に改め、「前項の」を削り、

「とし、年１０.９５パーセント」を「納入した日までの期日の日数に応じ、

年１４.６パーセント（納期限の翌日から１月を経過するまでの期間について

は、７.３パーセント）」に改める。 

第４８条及び第４９条を次のように改める。 

（督促） 

第４８条 管理者は、第２７条の料金及び第３５条の手数料を納期限までに納

付しない者があるときは、督促状を発する。 

２ 前項の督促状を発した場合においては、督促状１通につき１００円をその

都度徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合にはこれを徴

収しない。 

第４９条 削除 

第５３条第８号中「又は水道環境」を削る。 

第５４条第４号中「卒業した」を「卒業した（当該学科目を修めて学校教育

法による専門職大学の前期課程を終了した場合を含む。）」に、「同条第３号

に規定する学校の卒業者」を「同条第３号に規定する学校の卒業者（同法によ

る専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）」に改め、同

条第６号中「第１４条第３項」を「第１４条第３号」に改める。 
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附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

附則第２項に見出しとして「（経過措置）」を付する。 

附則に次の１項を加える。 

（延滞金の割合の特例） 

５ 当分の間、第４７条第２項に規定する延滞金の年１４.６パーセントの割

合及び年７.３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例

基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９

３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この項において同じ。）が年７.３パーセントの割合に満

たない場合には、その年（以下この項において「特例基準割合適用年」とい

う。）中においては、年１４.６パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合適用年における特例基準割合に年７.３パーセントの割合を加算した割

合とし、年７.３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パー

セントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７.３パーセントの割

合を超える場合には、年７.３パーセントの割合）とする。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３５条第１項第９号の改

正規定（「６,０００円」を「１０,０００円」に改める部分に限る。）及び

同項中第１１号を第１２号とし、第１０号を第１１号とし、第９号の次に１

号を加える改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の附則第５項の規定は、延滞金のうち、この条例の

施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応す

るものについては、なお従前の例による。 

 

   理  由 
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 水道法改正により指定給水装置工事事業者更新制度が導入されることに伴い

所要の改正を行い、督促、滞納処分等の取扱いについて整理したいので提出す

る。 


